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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年９月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年５月２２日 ０９時３０分ごろ 

発生場所 熊本県天草
あまくさ

市御所
ご し ょ

浦
うら

島の元
がん

ノ
の

尻
しり

南南西方沖 

 元ノ尻灯台から真方位２０６°１,１９０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°１８.３′ 東経１３０°１８.１′） 

事故の概要  押船金剛
こんごう

丸は、バージ金剛丸と押船列を構成して北西進中、また、

プレジャーボートなぎさは、北東進中、バージ金剛丸となぎさとが衝

突した。 

 なぎさは、船長が負傷し、右舷中央部外板に破口等を生じ、また、

バージ金剛丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年５月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Ａ 押船 金剛丸、１９トン 

２９３－１７３７０熊本、有限会社金剛海運 

 １１.８６ｍ（Lr）×４.７９ｍ×２.０４ｍ、鋼 

ディーゼル機関、４４１kＷ、昭和６０年４月 

Ｂ バージ 金剛丸、約６３８トン 

   なし、有限会社金剛海運 

４５.６ｍ×１１.０ｍ×３.６ｍ、鋼 

   機関なし、平成７年（建造年） 

Ｃ プレジャーボート なぎさ、５トン未満 

   ２９２－２３９８４熊本、個人所有 

   ６.５８ｍ（Lr）×２.３７ｍ×１.０９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６６kＷ、昭和５９年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２年３月２２日 

    免許証交付日 平成２６年３月２６日 

           （平成３２年３月２１日まで有効） 

  甲板員Ａ 男性 ２１歳 

   一級小型船舶操縦士 
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    免許登録日 平成２６年３月１４日 

    免許証交付日 平成２６年３月１４日 

           （平成３１年３月１３日まで有効） 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ６７歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成７年１月１２日 

    免許証交付日 平成２６年６月２３日 

           （平成３２年１月１１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 軽傷 １人（船長Ｃ）  

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｃ 右舷中央部外板に破口を伴う亀裂及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａほか１人が乗り組み、採石約５８０㎥

を積載したＢ船の船尾部に船首部を嵌合
かんごう

させて押船列（以下「Ａ船押

船列」という。）を構成し、熊本県牛深
うしぶか

市牛深港に向けて同県芦北
あしきた

町

佐敷
さ し き

港を出港した。 

Ａ船押船列は、甲板員Ａが元ノ尻南東方沖で船長Ａと交替して単独

の船橋当直につき、舵輪後方の台に腰を掛け、約７ノット（kn）の速

力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により西進した。 

甲板員Ａは、船長Ａと交替した際、右舷方に釣り船１隻を視認した

他には他船を認めなかったので、航行に支障となる他船はいないもの

と思い、予定経路である右舷船首方を見ながら航行し、元ノ尻南方沖

で蜂
はち

ノ島灯台東方沖に向けて変針した。 

甲板員Ａは、元ノ尻南南西方沖を北西進中、左舷船首方１７０～ 

２２０ｍに北東進するＣ船を初認し、Ｃ船がＡ船押船列よりも速力が

速かったのでＡ船押船列の前路を通過して行くものと思い、Ｃ船を見

ていたところ、平成２９年５月２２日０９時３０分ごろＣ船がＢ船の

船首方死角に入り込んだのを認めた。 

甲板員Ａは、その後Ａ船押船列の右舷後方に止まっているＣ船を認

め、Ｃ船と衝突したかもしれないと思い、どうしていいか分からず、

船長Ａへ報告した。 

船長Ａは、昇橋した後、Ａ船押船列を反転させ、双眼鏡でＣ船の 

状況を確認したところ、Ｃ船が元ノ尻方面に向けて走り出したので、

衝突していないものと思い、Ａ船押船列を元の針路に戻し、牛深港に

向かった。 

船長Ａ及び甲板員Ａは、牛深港入港後、Ｂ船の左舷船首部外板に擦



- 3 - 

過傷が生じているのを認め、また、後日、Ｂ船の緑色の船体塗料がＣ

船に付着していた緑色の塗料と一致したとの情報を海上保安官から聞

いた。 

Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、たい
．．

釣りの目的で、鹿児島県 

長島町小伊唐
い か ら

島に向けて熊本県水俣
みなまた

市所在のマリーナを出発した。 

Ｃ船は、船長Ｃが小伊唐島周辺で釣りを行ったものの、釣果が得ら

れなかったので、元ノ尻瀬戸から元ノ尻東岸沖にかけての釣り場に移

動することとし、操縦区画右舷側にある操縦席に腰を掛け、約１２kn

の速力で手動操舵により北東進した。 

船長Ｃは、長島町獅子
し し

島湯
ゆ

ノ
の

口
くち

鼻沖で船首方を確認し、他船を認め

なかったので、その後操縦台中央部に置いたＧＰＳプロッター魚探を

見ながら航行した。 

Ｃ船は、船長Ｃがふと前方を見たところ、緑色の船体が目前に見え

たので左舵を取ったが、その右舷中央部とＢ船の左舷船首部とが衝突

した。 

Ｃ船は、衝突時の衝撃により、船長Ｃが転倒して船体の構造物で顔面

を打って負傷した。 

船長Ｃは、船室に浸水してきたので、中立運転状態にあった主機のク

ラッチを前進側に入れ、元ノ尻西岸まで行って上陸した後、マリーナに

救助を依頼した。 

船長Ｃは、来援したマリーナの船でマリーナに戻った後、病院で受診

した結果、経過観察を要する左鼻骨骨折と診断された。 

Ｃ船は、その後マリーナの船にえい
．．

航されてマリーナに戻り、陸揚げ

された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船押船列の状況、写真２ 

Ｂ船の損傷状況（左舷船首部）、写真３ Ｃ船の損傷状況、写真４  

Ｃ船の損傷状況（船体右舷中央部） 参照） 

 その他の事項  甲板員Ａは、本事故後、Ｃ船を初認してからＣ船がＢ船の船首死角

に入り込むまで約２５秒であったと思った。 

 船長Ａの経験則によれば、Ａ船押船列は、本事故発生時の運航状態

で、主機のクラッチを前進位置から後進位置に入れれば、約２秒で 

機関が後進状態となって減速を始め、最短停止距離が約３００ｍであ

った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

 Ａ船押船列は、元ノ尻南南西方沖を北西進中、甲板員Ａが、予定経

路である右舷船首方を見ていて前方の見張りを適切に行っていなかっ

たことから、Ｃ船に気付くのが遅れ、Ｃ船と衝突したものと考えられ
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る。 

 甲板員Ａは、船長Ａと船橋当直を交替した際、右舷方に釣り船１隻

を視認した他には他船を認めなかったことから、航行の支障となる他

船はいないものと思い、予定経路である右舷船首方を見ていたものと

考えられる。 

 甲板員Ａは、Ｃ船の方位が右方に変化していたことから、Ｃ船がＡ

船押船列の前路を通過して行くものと思い、避航動作をとらなかった

可能性があると考えられる。 

Ｃ船は、元ノ尻南南西沖を北東進中、船長Ｃが、ＧＰＳプロッター 

魚探を見ていて前方の見張りを行っていなかったことから、右舷船首

方から接近するＡ船押船列に気付かずに航行し、Ａ船押船列と衝突し

たものと考えられる。 

船長Ｃは、獅子島湯ノ口鼻沖で船首方を確認した際、Ａ船押船列に

気付かなかったことから、航行の支障となる他船はいないものと思

い、ＧＰＳプロッター魚探を見ていたものと考えられる。 

原因 本事故は、元ノ尻南南西方沖において、Ａ船押船列が北西進中、 

Ｃ船が北東進中、甲板員Ａが、予定経路である右舷船首方を見ていて

前方の見張りを適切に行っていなかったため、Ｃ船に気付くのが遅

れ、また、船長ＣがＧＰＳプロッター魚探を見ていて、前方の見張り

を行っていなかったため、右舷船首方から接近するＡ船押船列に気付

かずに航行し、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・接近してくる他の船舶の方位に明確な変化が認められる場合にお

いても、近距離で他の船舶に接近する時は、衝突するおそれがあ

り得ることを考慮しなければならない。 
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写真１ Ａ船押船列の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況（左舷船首部） 
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写真３ Ｃ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｃ船の損傷状況（船体右舷中央部） 
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